
― 60 ―Vol. 16　No. 190� 知財ぷりずむ　2018年７月

第15講　特許発明の種類

第１　はじめに
特許法は、発明の種類（カテゴリー）毎に、「実施」について異なる定義規定を置いており（第

２条３項）、特許権者の許諾なく、特許発明を実施することが特許権の侵害と解釈されているの
で（第68条、第100条）、特許権の侵害に該当するかどうかを判断するにあたっては、まず、発明
の種類を正確に理解することが必要である。

特許発明は、大別して①物の発明（第２条３項１号）と方法の発明に分類されて、方法の発明
は、②物を生産する方法の発明（第２条３項３号）と③その他の方法の発明１（第２条３項１号）
に分類される。

特許法は、発明の種類として上記の３種類の発明を置いているが、それ以上の定義が置かれて
いないので、これらの発明の種類をどのように区別するかが問題とされている。

第２　発明の種類の区別の仕方
発明の種類の区別の仕方に関しては、学説上、発明の実質を重視する説と特許請求の範囲の記

載を重視する説に分かれている。

発明の実質を重視する説の論者は、「特許法第２条第３項第３号の『その方法により生産した
物』を、『特定の目的に向けられた、互いに関連する一連の工程、操作等を遂行した結果、生成
された或るもの』というように広義に解する余地があるであろうか。もしそのように解釈できる
とすれば、燃焼方法にせよ、運転方法にせよ、その方法を遂行することにより『認識し得る一定
の効果』を奏するものである以上、その効果自体が、『生成された或るもの』に該当するという
ことになるが、第３号には『物』という用語を使用しているのみでなく、『使用し譲渡し云々』
と規定しているように、その方法によって生産されたものは使用、販売等の対象となりうる物で
なければならないから、燃焼方法、運転方法等が物を生産する方法に該当しないことは自ずから
明らかあろう（発電方法等はどうであろうか）。生産方法とは、このようにその方法を遂行した
結果生じた物が使用販売の対象となりうるものである、と解されるので、『布帛に防水性皮膜を
形成させる方法』、『コンクリートの施工方法』、のように『特許請求の範囲』の表現が形式的に
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１　これを講学上、単純方法と呼んでいるので、以下、単純方法という。


